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（議案第３５号）  

 

杉並区国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

特別区においては、国民健康保険事業水準の均衡を図り、安定的な事業運

営に資するため、保険料率等について共通基準を設定しているところである

が、東京都の令和８年度の事業費納付金の決定及び標準保険料率の算定を受

け、共通基準を改定したところである。  

 また、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして子ど

も・子育て支援金制度が創設され、医療保険制度上の給付に係る保険料と併

せて、子ども・子育て支援金を徴収することとされたことに伴い、国民健康

保険法施行令の一部が改正され、国民健康保険の保険料の納付義務者に対す

る賦課額として合算する額に、子ども・子育て支援納付金賦課額を追加する

こと等とされた。  

これらのことに伴い、基礎賦課額等の保険料率を改定するとともに、子ど

も・子育て支援納付金賦課額の保険料率を定める等の必要があるため、この

条例案を提出する。  

なお、この条例案は、「杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会」

に諮問し、その答申を踏まえて、作成したものである。  

 

＜改正の概要＞  

１ 基礎賦課額の保険料率について、所得割を「１００分の７．７１」から

「１００分の７．５１」に、被保険者均等割を「４万７，３００円」か

ら「４万７，６００円」に改めるとともに、基礎賦課額の賦課限度額を

「６６万円」から「６７万円」に改めること等とする。（第１３条の３、

第１４条、第１４条の４及び第１４条の８）  

２ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率について、所得割を「１００分の

２．６９」から「１００分の２．８０」に、被保険者均等割を「１万６，

８００円」から「１万７，６００円」に改めること等とする。（第１４条

の１１及び第１４条の１２）  

３ 介護納付金賦課額の保険料率について、所得割を「１００分の２．２５」

から「１００分の２．４３」に、被保険者均等割を「１万６，６００円」

から「１万７，８００円」に改めること等とする。（第１５条の３から第



 

 

１５条の５まで）  

４ 子ども・子育て支援納付金賦課額は、世帯に属する被保険者につき算定

した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額に、当該世帯に属する

１８歳以上の被保険者につき算定した１８歳以上被保険者均等割額の総額

を加算した額とし、所得割を「１００分の０．２７」、被保険者均等割を

「１，８００円」、１８歳以上被保険者均等割を「７３円」、賦課限度額

を「３万円」とするとともに、１８歳未満の者に係る被保険者均等割額に

ついては、１０割減額すること等とする。（第１３条の２、第１５条の６

から第１５条の１０まで、第１８条、第１８条の５及び第１９条）  

５ 低所得者である被保険者について、保険料率の改定に伴い均等割を減額

する額を改めるとともに、子ども・子育て支援納付金賦課額に係る均等

割等を減額する額を定めること等とする。（第１８条の２）  

６ 未就学児である被保険者について、保険料率の改定に伴い均等割を減額

する額を改めるとともに、子ども・子育て支援納付金賦課額に係る均等

割を減額する額を定める。（第１８条の３）  

７ 出産被保険者について、保険料率の改定に伴い均等割を減額する額を改

めるとともに、子ども・子育て支援納付金賦課額に係る所得割及び均等

割等を減額する額を定める。（第１８条の４）  

 

＜実施の時期等＞  

１ 令和８年４月１日から施行する。（附則第１項）  

２ 必要な経過措置を定める。（附則第２項）  

 

 

 

【問合せ先】  

国保年金課 内線１２７１  

 



 

 
 

 

（議案第３６号）  

 

杉並区介護保険条例の一部を改正する条例  

 

＜改正の趣旨＞  

令和７年度税制改正における給与所得控除の最低保障額の引上げにより、

第９期介護保険事業計画（令和６年度から令和８年度まで）における保険料

収入に一時的な不足が生じないよう、介護保険法施行令の一部が改正された。  

このことに伴い、令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方

法の特例を定める等の必要があるため、この条例案を提出する。  

 

＜改正の概要＞  

１ 区内に住所を有する６５歳以上の被保険者（以下「第１号被保険者」と

いう。）のうち、令和７年の給与等の収入金額が５５万１，０００円以

上１９０万円未満である者の令和８年度の保険料率の算定に関する所得

の額の算定に当たっては、給与所得控除額の引上げ分を加算した額を用

いることとする。（附則第１２条）  

２ 第１号被保険者の属する世帯内に、給与所得控除の最低保障額の引上げ

により令和８年度の特別区民税が非課税となった者がいる場合は、当該

者は、第１号被保険者の同年度の保険料率の算定において、同年度分の

特別区民税が課されている者とみなすこと等とする。（附則第１３条）  

３ 区長は、特別の事由があると認められる者に対し、保険料を減免するこ

とができること等とする。（第２１条）  

 

＜実施の時期等＞  

１ 令和８年４月１日から施行する。（附則第１項）  

２ 必要な経過措置を定める。（附則第２項）  

 

 

 

【問合せ先】  

介護保険課 内線１３１１  

 


